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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 10月 20日 (2006.10.20)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 室 に 回 転 自 在 に 取 り 付 け ら れ る 支 持 軸 と 、
　 前 記 支 持 軸 に 形 成 さ れ た 回 動 軸 と 、
　 前 記 回 動 軸 に よ り 天 井 側 に 回 動 し た 位 置 か ら 光 遮 蔽 位 置 に 回 動 す る こ と が で き る サ ン バ
イ ザ 本 体 と 、
　 前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 に 形 成 し た 放 射 素 子 と を 備 え
　

こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 る こ と を 特 徴 と す
る 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 支 持 軸 は 、 そ の 内 部 を 中 空 に 形 成 し た 中 空 部 を 備 え 、 前 記 放 射 素 子 は 、 前 記 中 空 部
を 通 し て 前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 内 に 導 入 さ れ た 給 電 部 材 に よ り 給 電 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 支 持 軸 あ る い は 前 記 回 動 軸 は 、 前 記 放 射 素 子 と 高 周 波 的 に 接 続 さ れ る 給 電 部 材 を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 は 、 前 記 放 射 素 子 と 接 続 さ れ る 送 受 信 機 回 路 お よ び ア ン テ ナ マ ッ チ
ン グ 回 路 の う ち 少 な く と も １ 種 類 の 電 子 回 路 を 構 成 す る 回 路 基 板 を 備 え る こ と を 特 徴 と す

、
前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 は 、 電 波 透 過 部 材 か ら な る 第 １ の 光 遮 蔽 部 と 電 波 反 射 部 材 か ら な る

第 ２ の 光 遮 蔽 部 と を 備 え る

前 記 第 ２ の 光 遮 蔽 部 は 、 前 記 放 射 素 子 に 対 し て グ ラ ン ド と し て 動 作 す
請 求 項 １ に 記 載 の
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１ ま た は



る 請 求 項 に 記 載 の 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 放 射 素 子 は 、 複 数 の サ ン バ イ ザ 本 体 部 に そ れ ぞ れ 設 け ら れ 、 前 記 放 射 素 子 は 、 そ れ
ぞ れ 受 信 部 を 備 え 、 前 記 受 信 部 で の 受 信 状 態 が 最 良 の 受 信 状 態 と な る よ う に 前 記 ア ン テ ナ
を 切 り 替 え な が ら 電 波 を 受 信 す る 受 信 制 御 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２
に 記 載 の 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め

と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 ア ン テ ナ 装 置 を 提 供 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　
。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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、 車 室 に 回 転 自 在 に 取 り 付 け ら れ る 支 持 軸 と 、 前 記
支 持 軸 に 形 成 さ れ た 回 動 軸 と 、 前 記 回 動 軸 に よ り 天 井 側 に 回 動 し た 位 置 か ら 光 遮 蔽 位 置 に
回 動 す る こ と が で き る サ ン バ イ ザ 本 体 と 、 前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 に 形 成 し た 放 射 素 子 と を 備
え 、 前 記 サ ン バ イ ザ 本 体 は 、 電 波 透 過 部 材 か ら な る 第 １ の 光 遮 蔽 部 と 電 波 反 射 部 材 か ら な
る 第 ２ の 光 遮 蔽 部

前 記 第 ２ の 光 遮 蔽 部 は 、 前 記 放 射 素 子 に 対 し て グ ラ ン ド と し て 動 作 す る こ と が 好 ま し い
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